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同 有 国 持 N 由 有 印 } 4 N ω 由 ( 対 語 司 ) 剖 期 ミ主緬 bラ d
担

第 四 十 条 の 三 の 表 第 三 十 一 条 の 項 中 「 又 は 情 報 提 供 者 」 を 「 若 し く は 情 報 提 供 者 又 は 同 条 第 八 号

に 規 定 す る 条 例 事 務 関 係 情 報 照 会 者 若 し く は 条 例 事 務 関 係 情 報 提 供 者 」 に 、 「 情 報 提 供 等 の 」 を 「 番

号 利 用 法 第 二 十 三 条 第 一 項 及 び 第 二 項 ( こ れ ら の 規 定 を 番 号 利 用 法 第 二 十 六 条 に お い て 準 用 す る 場

合 を 含 む 。 ) に 規 定 す る 」 に 改 め る 。

附 買
リ

こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 九 年 五 月 三 十 日 か ら 施 行 す る 。

石 川 県 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 日 及 び 休 暇 等 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 九 年 三 月 二 十 三 日

石 川 県 知 事 本 正谷

石 川 県 条 例 第 二 号

石 川 県 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 日 及 び 休 暇 等 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

( 石 川 県 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 日 及 び 休 暇 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 )

第 一 条 石 川 県 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 日 及 び 休 暇 等 に 関 す る 条 例 ( 昭 和 三 十 二 年 石 川 県 条 例 第 三 十 八

号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 第 二 項 第 一 号 中 「 第 十 条 の 二 第 二 項 」 を 「 第 十 二 条 の 二 第 一 項 」 に 改 め る 。

第 六 条 中 「 、 特 別 養 子 縁 組 休 暇 」 を 削 る 。

第 十 条 第 一 項 中 「 第 十 条 の 三 第 一 項 及 び 第 十 二 条 の 三 第 三 項 」 を 「 第 十 条 の 二 第 一 項 及 び 第 十

二 条 の 二 第 四 項 」 に 改 め る 。

第 十 条 の 二 を 削 り 、 第 十 条 の 三 第 二 項 中 「 第 十 条 第 二 項 」 を 「 前 条 第 二 項 」 に 改 め 、 同 条 を 第

十 条 の こ と す る 。

第 十 二 条 の 二 の 見 出 し 中 「 を 行 う 職 員 の 」 を 「 又 は 介 護 を 行 う 職 員 の 深 夜 勤 務 及 び 」 に 改 め 、

同 条 中 「 除 く 」 の 下 に 「 。 次 項 に お い て 同 じ 」 を 加 え 、 同 条 を 同 条 第 二 項 と し 、 同 条 に 第 一 項 と

し て 次 の 一 項 を 加 え る 。

任 命 権 者 は 、 小 学 校 就 学 の 始 期 に 達 す る ま で の 子 ( 育 児 休 業 法 第 二 条 第 一 項 に お い て 子 に 含

ま れ る も の と さ れ る 者 を 含 む 。 次 項 及 び 第 三 項 に お い て 同 じ 。 ) の あ る 職 員 ( 職 員 の 配 偶 者 で

当 該 子 の 親 で あ る も の が 、 深 夜 ( 午 後 十 時 か ら 翌 日 の 午 前 五 時 ま で の 聞 を い う 。 以 下 こ の 項 に

お い て 同 じ 。 ) に お い て 常 態 と し て 当 該 子 を 養 育 す る こ と が で き る も の と し て 人 事 委 員 会 規 則

で 定 め る 者 に 該 当 す る 場 合 に お け る 当 該 職 員 を 除 く 。 ) が 、 人 事 委 員 会 規 則 の 定 め る と こ ろ に

よ り 、 当 該 子 を 養 育 す る た め に 請 求 し た 場 合 に は 、 公 務 の 正 常 な 運 営 を 妨 げ る 場 合 を 除 き 、 深

夜 に お け る 勤 務 を さ せ て は な ら な い 。

第 十 二 条 の 二 に 次 の 二 項 を 加 え る 。

3
 

任 命 権 者 は 、 小 学 校 就 学 の 始 期 に 達 す る ま で の 子 の あ る 職 員 が 、 人 事 委 員 会 規 則 の 定 め る と
憲
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あ る も の が 、 深 夜 ( 午 後 十 時 か ら 翌 日 の 午 前 五 時 ま で の 聞 を い う 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 )

に お い て 常 態 と し て 当 該 子 を 養 育 す る こ と が で き る も の と し て 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 者 に 該

当 す る 場 合 に お け る 当 該 職 員 を 除 く 。 ) 」 と あ る の は 「 要 介 護 者 の あ る 職 員 」 と 、 「 、 当 該 子 を

養 育 す る 」 と あ る の は 「 、 当 該 要 介 護 者 を 介 護 す る 」 と 、 「 深 夜 に 」 と あ る の は 「 深 夜 ( 午 後

十 時 か ら 翌 日 の 午 前 五 時 ま で の 聞 を い う 。 ) に 」 と 、 第 二 項 中 「 三 歳 に 満 た な い 子 」 と あ る の

は 「 要 介 護 者 」 と 、 「 子 を 養 育 す る 」 と あ る の は 「 要 介 護 者 を 介 護 す る 」 と 、 「 当 該 請 求 を し た

職 員 の 業 務 を 処 理 す る た め の 措 置 を 講 ず る こ と が 著 し く 困 難 で あ る 」 と あ る の は 「 公 務 の 正 常

な 運 営 を 妨 げ る 」 と 、 前 項 中 「 小 学 校 就 学 の 始 期 に 達 す る ま で の 子 」 と あ る の は 「 要 介 護 者 」

と 、 「 子 を 養 育 す る 」 と あ る の は 「 要 介 護 者 を 介 護 す る 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。

第 十 三 条 の 三 を 削 る 。

~íナ 買
リ

こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 九 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

教 育 委 員 会 の 職 務 権 限 に 属 す る 事 務 の 管 理 及 び 執 行 の 特 例 に 関 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 九 年 三 月 二 十 三 日

石 川 県 知 事 谷 本 正

石 川 県 条 例 第 三 号

教 育 委 員 会 の 職 務 権 限 に 属 す る 事 務 の 管 理 及 び 執 行 の 特 例 に 関 す る 条 例

地 方 教 育 行 政 の 組 織 及 び 運 営 に 関 す る 法 律 ( 昭 和 三 十 一 年 法 律 第 百 六 十 二 号 ) 第 二 十 三 条 第 一 項

の 規 定 に 基 づ き 、 同 項 第 一 号 に 掲 げ る 教 育 に 関 す る 事 務 は 、 知 事 が 管 理 し 、 及 び 執 行 す る こ と と す

ヲ。 。

阿t 員
U

( 施 行 期 日 )

こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 九 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

( 経 過 措 置 )

2
 

こ の 条 例 の 施 行 の 際 本 則 に 規 定 す る 事 務 に 係 る 法 令 、 条 例 又 は 教 育 委 員 会 規 則 ( 以 下 「 法 令 等 」

と い 、 っ 。 ) の 規 定 に よ り 教 育 委 員 会 が し た 処 分 そ の 他 の 行 為 で 現 に そ の 効 力 を 有 す る も の 又 は こ

の 条 例 の 施 行 の 日 前 に 法 令 等 の 規 定 に よ り 教 育 委 員 会 に 対 し て な さ れ た 申 請 そ の 他 の 行 為 で 、 同

日 以 後 に お い て は 知 事 が 管 理 し 、 及 び 執 行 す る こ と と な る 事 務 に 係 る も の は 、 同 日 以 後 に お け る

法 令 等 の 適 用 に つ い て は 、 知 事 が し た 処 分 そ の 他 の 行 為 又 は 知 事 に 対 し て な さ れ た 申 請 そ の 他 の

行 為 と み な す 。

( 石 川 県 職 員 定 数 条 例 の 一 部 改 正 )

3
 

石 川 県 職 員 定 数 条 例 ( 昭 和 二 十 四 年 石 川 県 条 例 第 十 二 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。
憲
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第 二 条 第 一 項 第 一 号 中 「 三 千 四 百 六 人 」 を 「 三 千 四 百 十 五 人 」 に 改 め 、 同 項 第 五 号 中 「 二 百 三

十 九 人 」 を 「 二 百 三 十 人 」 に 改 め る 。

石 川 県 ス ポ ー ツ 推 進 審 議 会 条 例 の 一 部 改 正 )

石 川 県 ス ポ ー ツ 推 進 審 議 会 条 例 ( 昭 和 三 十 七 年 石 川 県 条 例 第 十 五 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正4
 

す る 。
第 三 条 中 「 の 各 号 」 を 削 り 、 「 教 育 委 員 会 が 知 事 の 意 見 を 聞 い て 」 を 「 知 事 が 」 に 改 め る 。

第 七 条 中 「 教 育 委 員 会 事 務 局 」 を 「 県 民 文 化 ス ポ ー ツ 部 」 に 改 め る 。

第 八 条 に 見 出 し と し て 「 ( 雑 則 ) 」 を 付 す る 。

( 石 川 県 ス ポ ー ツ 推 進 審 議 会 に 関 す る 経 過 措 置 )

5
 

こ の 条 例 の 施 行 の 際 現 に 前 項 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 石 川 県 ス ポ ー ツ 推 進 審 議 会 条 例 第 三 条 の 規

定 に よ り 任 命 さ れ 又 は 委 嘱 さ れ た 石 川 県 ス ポ ー ツ 推 進 審 議 会 の 委 員 及 び 臨 時 委 員 で あ る 者 ( 以 下

「 旧 委 員 等 」 と い う 。 ) は 、 こ の 条 例 の 施 行 の 日 に 、 前 項 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 石 川 県 ス ポ ー ツ

推 進 審 議 会 条 例 第 三 条 の 規 定 に よ り 石 川 県 ス ポ ー ツ 推 進 審 議 会 の 委 員 及 び 臨 時 委 員 と し て 任 命 さ

れ 又 は 委 嘱 さ れ た も の と み な す 。 こ の 場 合 に お い て 、 そ の 任 命 さ れ 又 は 委 嘱 さ れ た も の と み な さ

れ る 者 の 任 期 は 、 同 条 例 第 五 条 第 一 項 本 文 の 規 定 に か か わ ら ず 、 同 日 に お け る 旧 委 員 等 と し て の

任 期 の 残 任 期 間 と 同 一 の 期 間 と す る 。

石 川 県 部 制 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 九 年 三 月 二 十 三 日

石 川 県 知 事 本 正谷

石 川 県 条 例 第 四 号

石 川 県 部 制 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

石 川 県 部 制 条 例 ( 昭 和 二 十 七 年 石 川 県 条 例 第 三 十 九 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 第 二 号 臼 及 び 個 を 削 り 、 同 条 第 八 号 中 四 を 回 と し 、 臼 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

四 水 道 用 水 の 供 給 に 関 す る 事 項

第 二 条 第 八 号 を 同 条 第 九 号 と し 、 同 条 第 七 号 中 日 を 削 り 、 四 を 臼 と し 、 回 を 削 り 、 同 条 中 同 号 を

第 八 号 と し 、 第 六 号 を 第 七 号 と し 、 第 五 号 を 第 六 号 と し 、 同 条 第 四 号 中 「 環 境 部 」 を 「 生 活 環 境 部 」

に 改 め 、 同 号 に 次 の よ う に 加 え る 。

臼 消 費 生 活 そ の 他 の 県 民 生 活 の 安 全 に 関 す る 事 項

第 二 条 中 第 四 号 を 第 五 号 と し 、 第 三 号 を 第 四 号 と し 、 第 二 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

県 民 文 化 ス ポ ー ツ 部

←)
 

文 化 に 関 す る 事 項

(コ ス ポ ー ツ に 関 す る 事 項

憲
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臼 統 計 及 び 広 報 に 関 す る 事 項

四 男 女 共 同 参 画 及 び 県 民 活 動 に 関 す る 事 項

↓ 叶 J
i  n臥 n y 員

IJ

( 施 行 期 日 )

l
 

こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 九 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

( 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正

2
 

職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 条 例 ( 昭 和 三 十 一 年 石 川 県 条 例 第 二 十 八 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に

改 正 す る 。

第 六 条 の 五 第 一 項 第 二 号 中 「 環 境 部 」 を 「 生 活 環 境 部 」 に 改 め る 。

第 九 条 の 二 第 一 項 第 一 号 中 「 水 環 境 創 造 課 、 」 を 削 り 、 同 項 第 二 号 中 「 、 水 環 境 創 造 課 」 を 削

り 、 同 項 第 三 号 中 「 水 環 境 創 造 課 、 」 を 削 り 、 「 若 し く は 道 路 整 備 課 」 を 「 、 道 路 整 備 謀 若 し く は

都 市 計 画 課 生 活 排 水 対 策 室 」 に 改 め 、 同 項 第 五 号 中 「 水 環 境 創 造 課 、 」 を 削 り 、 「 森 林 管 理 課 」 の

下 に 「 、 都 市 計 画 課 生 活 排 水 対 策 室 」 を 加 え 、 同 項 第 六 号 中 「 水 環 境 創 造 課 若 し く は 農 業 基 盤 課 」

を 「 農 業 基 盤 課 若 し く は 都 市 計 画 課 生 活 排 水 対 策 室 」 に 改 め 、 同 項 第 十 号 中 「 水 環 境 創 造 課 若 し

く は 」 を 削 る 。

( 石 川 県 水 道 用 水 供 給 事 業 の 設 置 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 )

3
 

石 川 県 水 道 用 水 供 給 事 業 の 設 置 等 に 関 す る 条 例 ( 昭 和 四 十 二 年 石 川 県 条 例 第 二 十 二 号 ) の 部

を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 三 条 第 二 項 中 「 環 境 部 」 を 「 土 木 部 」 に 改 め る 。

石 川 県 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 九 年 三 月 二 十 三 日

石 川 県 知 事 本 正谷

石 川 県 条 例 第 五 号

石 川 県 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

石 川 県 手 数 料 条 例 ( 平 成 十 二 年 石 川 県 条 例 第 七 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 二 十 六 の 項 辺 中 「 第 五 十 七 条 の 二 第 三 項 」 を 「 第 五 十 七 条 の 五 第 三 項 」 に 改 め 、 同 項 却 中 「 第

五 十 七 条 の 四 第 一 項 」 を 「 第 五 十 七 条 の 四 第 一 項 た だ し 書 」 に 改 め 、 同 項 中 位 を 臼 と し 、 日 を 臼 と

し 、 ωを 臼 と し 、 日 を ωと し 、 日 を 臼 と し 、 引 を 回 と し 、 日 を 町 と し 、 日 を 回 と し 、 弘 を 日 と し 、

日 を 日 と し 、 回 を 臼 と し 、 日 を 臼 と し 、 印 を 日 と し 、 却 を 切 と し 、 必 を 刊 と し 、 幻 を 必 と し 、 必 を

幻 と し 、 円 切 を 叫 と し 、 必 を 必 と し 、 日 U を 必 と し 、 川 却 を 叫 と し 、 却 を ω と必 を 必 と し 、 川 怖 を 必 と し 、

し 、 お を ぬ と し 、 同 項 幻 中 「 第 六 十 七 条 の 二 第 九 項 第 二 号 」 を 「 第 六 十 七 条 の 三 第 九 項 第 二 号 」 に

改 め 、 同 項 幻 を 同 項 お と し 、 同 項 お 中 「 第 六 十 七 条 の 二 第 五 項 第 二 号 」 を 「 第 六 十 七 条 の 三 第 五 項
憲
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第 二 号 」 に 改 め 、 同 項 犯 を 同 項 幻 と し 、 同 項 お 中 「 第 六 十 七 条 の 二 第 三 項 第 二 号 」 を 「 第 六 十 七 条

の 三 第 三 項 第 二 号 」 に 改 め 、 同 項 犯 を 同 項 お と し 、 同 項 弘 中 「 第 六 十 条 の 三 第 一 項 た だ し 書 」 を 「 第

六 十 条 の 三 第 二 項 た だ し 書 」 に 改 め 、 同 項 中 川 品 を お と し 、 お の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。
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別 表 八 十 三 の 八 の 項 l イ 中 「 又 は エ ネ ル ギ ー の 使 用 の 合 理 化 等 に 関 す る 法 律 ( 昭 和 五 十 四 年 法 律

第 四 十 九 号 ) 第 七 十 六 条 第 一 項 に 規 定 す る 登 録 建 築 物 調 査 機 関 」 を 「 若 し く は 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー

消 費 性 能 の 向 上 に 関 す る 法 律 ( 平 成 二 十 七 年 法 律 第 五 十 三 号 ) 第 十 五 条 第 一 項 に 規 定 す る 登 録 建 築

物 工 、 ネ ル ギ 1 消 費 性 能 判 定 機 関 」 に 改 め 、 「 ( 第 三 号 を 除 く 。 ) 」 を 削 り 、 「 ( 以 下 こ の 項 に お い て 「 適

合 証 」 と い う 。 ) を 」 を 「 又 は 住 宅 の 品 質 確 保 の 促 進 等 に 関 す る 法 律 第 六 条 第 一 項 に 規 定 す る 設 計

住 宅 性 能 評 価 書 ( 以 下 こ の 項 に お い て 「 適 合 証 等 」 と い う 。 ) の い ず れ も 」 に 改 め 、 同 項 l ロ 中 「 適

合 証 」 を 「 適 合 証 等 の い ず れ か 」 に 改 め 、 同 項 2 イ 中 「 適 合 一誌 を 」 を 「 適 合 証 等 の い ず れ も 」 に 改

め 、 同 項 2 ロ 中 「 適 合 証 」 を 「 適 合 証 等 の い ず れ か 」 に 改 め 、 同 項 3 イ 中 「 適 合 証 を 」 を 「 適 合 証

等 の い ず れ も 」 に 改 め 、 同 項 3 イ 川 及 び ωを 次 の よ う に 改 め る 。

)  
l  

(  評 価 方 法 の 全 部 が 建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 基 準 等 を 定 め る 省 令 ( 平 成 二 十 八 年 経

済 産 業 省 ・ 国 土 交 通 省 令 第 一 号 ) に 規 定 す る モ デ ル 建 築 物 を 用 い る 方 法 ( 以 下 こ の 項

に お い て 「 モ デ ル 建 物 法 」 と い う 。 ) に よ る も の

非 住 宅 部 分 の 床 面 積 が 三 百 平 方 メ ー ト ル 以 下 の も の 八 万 七 千 円(イ
)

(ロ
)

非 住 宅 部 分 の 床 面 積 が 三 百 平 方 メ ー ト ル を 超 え 二 千 平 方 メ ー ト ル 以 下 の も の

五 万 円

、々 非 住 宅 部 分 の 床 面 積 が 二 千 平 方 メ ー ト ル を 超 え 五 千 平 方 メ ー ト ル 以 下 の も の

十 四 万 円

(ニ
)

非 住 宅 部 分 の 床 面 積 が 五 千 平 方 メ ー ト ル を 超 え 一 万 平 方 メ ー ト ル 以 下 の も の

十 一 万 円

(ホ
)

非 住 宅 部 分 の 床 面 積 が 一 万 平 方 メ ー ト ル を 超 え 二 万 五 千 平 方 メ ー ト ル 以 下 の も の

三 十 七 万 円

非 住 宅 部 分 の 床 面 積 が 二 万 五 千 平 方 メ ー ト ル を 超 え る も のト
) 四 十 三 万 円

(2
)
 

評 価 方 法 の 全 部 又 は 一 部 が モ デ ル 建 物 法 以 外 の 方 法 ( 以 下 こ の 項 に お い て 「 標 準 入

力 法 又 は 主 要 室 入 力 法 」 と い う 。 ) に よ る も の

H
 

H
 

十



- '" 同 有 国 持 N 由 有 印 } 4 N ω 由 ( 対 語 司 ) 剖 緬 bラ 期 d
担 ミ主

イ中
等「適合証

」改めにも
改めに
、

別表八十

(2
)
 

(1
)

 
の

、
項同

ー

住部
非宅
分

十万円
非住
宅部
分

十万円
非住
宅部
分

住非
宅部
分

評価方法の
非住
宅部
分

六万十円
住部
非宅
分

十万円
佐部
分非
宅

六万円
住非
宅部
分

万六干円
非住
宅部
分

非住
部分
宅

許価方法の
「適合証等を

」ずれも
中口4

」項同を5
かでのらま3

項八の3
住部
非宅
分

七万十九円
住非
宅部
分

七万円f
住部
非宅
分

十万凹円
住非
宅部
分

十八万円
住非
宅部
分

住非宅部分

干平方メl
干平方メl

平百方メl
百平方メl

万五干平方
万平方メl

千平方メ1
千平方メ1

百平方メ1
百平方メ1

建物法にるよ
改めに、

」「適合証中
「適合証等のい

改項めに同
、

「若はしく
項削同をり3
、

平万五方千
万平方メl

千平方メl
千平方メl

百平方メl
百平方メl

 

ト
ト

ト
ト

メ
ト

ト
ト

ト
ト

も
メ

ト
ト

ト
ト

ト

方h平メ
干平方メ

千平方メ
十

によ
のるも

五干平方
万平方メ

干平方メ
干平方メ

万凹
のい

項同
、

」適合証「を
金額又るは

を
のるも

五干平方
万平方メ

干平方メ
干平方メ

十ー

I
 

I
 

I
 
万円

るも
I
 

I
 

I
 
八

の
ずれ

5
 
を

項同
「適合証等

I
 

I
 

I
 
四

ト
ト

ト
コ

メ
ト

ト
ト

イ
メ

ト
ト

ト
ル

ル
ル

の
卜

l
 

ル
ル

ル
干

円
よう

」か
中

適
証等「合

1
九万十円

l
 

ル
ル

ル
万円

以
以

以
二

ト
以

以
以

に
改
め
に

定めに
ト

以
以

以
下

下
下

万
門

ル
下

下
下

改
的

」「適
合証を

の
ル

下
下

下
の

の
の

以
の

の
の

い
以

の
の

の
も

も
も

下
も

も
も

る
、

の
金

額
る

ず
れ

下
も

も
も

の
の

の
の

の
の

の
。

項同6
い

の
の

の
の

四
一

二
のも

二
十

八
を

ず
れ

に
」

か
のも

六
五

三



同 有 国 持 N 由 有 印 } 4 N ω 由 ( 対 語 司 )

十 万 円

剖 期 d
担 ミ主 日 。。緬 bラ

四 十 七 万 円

非 住 宅 部 分 の 床 面 積 が 二 万 五 千 平 方 メ ー ト ル を 超 え る も の 五 十 五 万 円

別 表 八 十 三 の 八 の 項 6 イ 同 か ら ωま で を 削 り 、 同 項 6 ロ 中 「 適 合 証 」 を 「 適 合 証 等 の い ず れ か 」

非 住 宅 部 分 の 床 面 積 が 一 万 平 方 メ ー ト ル を 超 え 二 万 五 千 平 方 メ ー ト ル 以 下 の も の体
)

(ぺ

に 改 め 、 同 項 4 か ら 6 ま で の 備 考 欄 口 中 「 若 し く は 同 項 2 に 定 め る 金 額 又 は 同 項 l に 定 め る 金 額 に

同 項 4 若 し く は 同 項 5 」 を 「 又 は 同 項 2 」 に 改 め 、 同 表 八 十 三 の 十 の 項 中 「 平 成 二 十 七 年 法 律 第 五

十 三 号 。 」 を 削 り 、 同 項 9 イ 中 「 7 イ 」 を 「 叩 イ 」 に 、 「 8 イ 」 を 「 日 イ 」 に 改 め 、 同 項 9 ロ 中 「 7

ロ 」 を 「 叩 ロ 」 に 、 「 8 ロ 」 を 「 日 ロ 」 に 改 め 、 同 項 中 9 を ロ と し 、 8 を 日 と し 、 同 項 7 イ ω及 び

ω中 「 省 令 」 を 「 基 準 省 令 」 に 改 め 、 同 項 7 を 同 項 目 と し 、 同 項 6 イ 中 「 4 イ 」 を 「 7 イ 」 に 、 「 5

イ 」 を 「 8 イ 」 に 改 め 、 同 項 6 ロ 中 「 4 ロ 」 を 「 7 ロ 」 に 、 「 5 ロ 」 を 「 8 ロ 」 に 改 め 、 同 項 中 6

を 9 と し 、 5 を 8 と し 、 4 を 7 と し 、 同 項 3 イ 中 「 1 イ 」 を 「 4 イ 」 に 、 「 2 イ 」 を 「 5 イ 」 に 改

め 、 同 項 3 ロ 中 「 l ロ 」 を 「 4 ロ 」 に 、 「 2 ロ 」 を 「 5 ロ 」 に 改 め 、 同 項 3 を 同 項 6 と し 、 同 項 2

イ ω中 「 建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 基 準 等 を 定 め る 省 令 ( 平 成 二 十 八 年 経 済 産 業 省 ・ 国 土 交 通 省 令

第 一 号 。 以 下 こ の 項 に お い て 「 省 令 」 と い う 。 ) に 規 定 す る モ デ ル 建 築 物 を 用 い る 方 法 ( 以 下 こ の

項 に お い て 「 」 及 び 「」 と い う 。 ) 」 を 削 り 、

ー を 4 と し 、

同 項 2 イ ω中 「 モ デ ル 建 物 法 以 外 の 方 法 ( 以 下 こ の 項

に お い て 己 及 び 己 と い う 。 ) 」 を 削 り 、 同 項 中 2 を 5 と し 、

え る 。

法 第 十 二 条 第

一 項 及 び 第 十 三

条 第 二 項 に 規 定

す る 建 築 物 エ ネ

ル ギ ー 消 費 性 能

確 保 計 画 に 関 す

る 建 築 物 エ ネ ル

ギ ー 消 費 性 能 適

合 性 判 定

4 の 前 に 次 の よ う に 加

イ 建 築 物 の 用 途 が 工 場 、 危 険 物 の 貯 蔵 若 し

く は 処 理 に 供 す る 建 築 物 、 水 産 物 の 増 殖 場

若 し く は 養 殖 場 、 倉 庫 、 卸 売 市 場 、 火 葬 場 、

と 畜 場 、 汚 物 処 理 場 、 ご み 焼 却 場 そ の 他 こ

れ ら に 類 す る 建 築 物 ( 以 下 こ の 項 に お い て

「 工 場 等 」 と い う 。 ) で あ る も の

ω 評 価 方 法 の 全 部 が 建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消

費 性 能 基 準 等 を 定 め る 省 令 ( 以 下 こ の 項

に お い て 「 基 準 省 令 」 と い う 。 ) に 規 定

す る モ デ ル 建 築 物 を 用 い る 方 法 ( 以 下 こ

の 項 に お い て 「 モ デ ル 建 物 法 」 と い う 。 )

に よ る も の

問 特 定 建 築 行 為 に 係 る 非 住 宅 部 分 の 床

面 積 の 合 計 が 三 百 平 方 メ ー ト ル 以 上 二

千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の
三 万 七 千 円

同 特 定 建 築 行 為 に 係 る 非 住 宅 部 分 の 床

面 積 の 合 計 が 二 千 平 方 メ ー ト ル 以 上 五

千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の
九 万 五 千 円

建 築 物 エ ネ ル

ギ ー 消 費 性 能 適

合 性 判 定 手 数 料
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付 特 定 建 築 行 為 に 係 る 非 住 宅 部 分 の 床

面 積 の 合 計 が 五 千 平 方 メ ー ト ル 以 上 一

万 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 十 四 万 円

ω 特 定 建 築 行 為 に 係 る 非 住 宅 部 分 の 床

面 積 の 合 計 が 一 万 平 方 メ ー ト ル 以 上 二

万 五 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の
十 八 万 円

附 特 定 建 築 行 為 に 係 る 非 住 宅 部 分 の 床

面 積 の 合 計 が 二 万 五 千 平 方 メ ー ト ル 以

上 の も の 二 十 二 万 円

ω 評 価 方 法 の 全 部 又 は 一 部 が モ デ ル 建 物

法 以 外 の 方 法 ( 以 下 こ の 項 に お い て 「 標

準 入 力 法 又 は 主 要 室 入 力 法 」 と い う 。 )

に よ る も の

川 特 定 建 築 行 為 に 係 る 非 住 宅 部 分 の 床

面 積 の 合 計 が 三 百 平 方 メ ー ト ル 以 上 二

千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の
四 万 三 千 円

同 特 定 建 築 行 為 に 係 る 非 住 宅 部 分 の 床

面 積 の 合 計 が 二 千 平 方 メ ー ト ル 以 上 五

千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 十 万 円

川 特 定 建 築 行 為 に 係 る 非 住 宅 部 分 の 床

面 積 の 合 計 が 五 千 平 方 メ ー ト ル 以 上 一

万 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 十 五 万 円

ω 特 定 建 築 行 為 に 係 る 非 住 宅 部 分 の 床

面 積 の 合 計 が 一 万 平 方 メ ー ト ル 以 上 二

万 五 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の
十 九 万 円

附 特 定 建 築 行 為 に 係 る 非 住 宅 部 分 の 床

面 積 の 合 計 が 二 万 五 千 平 方 メ ー ト ル 以

上 の も の 二 十 三 万 円

ロ 建 築 物 の 用 途 が 工 場 等 以 外 で あ る も の

川 評 価 方 法 の 全 部 が モ デ ル 建 物 法 に よ る

も の
ω 特 定 建 築 行 為 に 係 る 非 住 宅 部 分 の 床

面 積 の 合 計 が 三 百 平 方 メ ー ト ル 以 上 二

千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 十 五 万 円

伺 特 定 建 築 行 為 に 係 る 非 住 宅 部 分 の 床

面 積 の 合 計 が 二 千 平 方 メ ー ト ル 以 上 五

千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の
二 十 四 万 円

付 特 定 建 築 行 為 に 係 る 非 住 宅 部 分 の 床

面 積 の 合 計 が 五 千 平 方 メ ー ト ル 以 上 一

万 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の

ミ主
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法 第 十 二 条 第

二 項 及 び 第 十 三

条 第 三 項 に 規 定

す る 建 築 物 エ ネ

ル ギ ー 消 費 性 能

確 保 計 画 の 変 更

に 関 す る 建 築 物

エ ネ ル ギ ー 消 費

性 能 適 合 性 判 定

建 築 物 エ ネ ル

ギ ー 消 費 性 能 適

合 性 変 更 判 定 手

数 料

剖 期 d
担緬 bラ

三 十 一 万 円

同 特 定 建 築 行 為 に 係 る 非 住 宅 部 分 の 床

面 積 の 合 計 が 一 万 平 方 メ ー ト ル 以 上 二

万 五 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の
三 十 七 万 円

例 特 定 建 築 行 為 に 係 る 非 住 宅 部 分 の 床

面 積 の 合 計 が 二 万 五 千 平 方 メ ー ト ル 以

上 の も の 四 十 三 万 円

ω 評 価 方 法 の 全 部 又 は 一 部 が 標 準 入 力 法

又 は 主 要 室 入 力 法 に よ る も の

川 特 定 建 築 行 為 に 係 る 非 住 宅 部 分 の 床

面 積 の 合 計 が 三 百 平 方 メ ー ト ル 以 上 二

千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の
三 十 七 万 円

同 特 定 建 築 行 為 に 係 る 非 住 宅 部 分 の 床

面 積 の 合 計 が 二 千 平 方 メ ー ト ル 以 上 五

千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の
五 十 二 万 円

付 特 定 建 築 行 為 に 係 る 非 住 宅 部 分 の 床

面 積 の 合 計 が 五 千 平 方 メ ー ト ル 以 上 一

万 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の
六 十 四 万 円

伺 特 定 建 築 行 為 に 係 る 非 住 宅 部 分 の 床

面 積 の 合 計 が 一 万 平 方 メ ー ト ル 以 上 二

万 五 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の
七 十 六 万 円

附 特 定 建 築 行 為 に 係 る 非 住 宅 部 分 の 床

面 積 の 合 計 が 二 万 五 千 平 方 メ ー ト ル 以

上 の も の 八 十 七 万 円

イ 建 築 物 の 用 途 が 工 場 等 で あ る も の

川 評 価 方 法 の 全 部 が モ デ ル 建 物 法 に よ る

も の
川 特 定 建 築 行 為 に 係 る 非 住 宅 部 分 の 床

面 積 の 合 計 が 三 百 平 方 メ ー ト ル 以 上 二

千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の
三 万 二 千 円

同 特 定 建 築 行 為 に 係 る 非 住 宅 部 分 の 床

面 積 の 合 計 が 二 千 平 方 メ ー ト ル 以 上 五

千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の
八 万 七 千 円

付 特 定 建 築 行 為 に 係 る 非 住 宅 部 分 の 床

面 積 の 合 計 が 五 千 平 方 メ ー ト ル 以 上 一

万 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 十 三 万 円

同 特 定 建 築 行 為 に 係 る 非 住 宅 部 分 の 床

ミ主 - cn 
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面 積 の 合 計 が 一 万 平 方 メ ー ト ル 以 上 二

万 五 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の
十 七 万 円

附 特 定 建 築 行 為 に 係 る 非 住 宅 部 分 の 床

面 積 の 合 計 が 二 万 五 千 平 方 メ ー ト ル 以

上 の も の 二 十 一 万 円

ω 評 価 方 法 の 全 部 又 は 一 部 が 標 準 入 力 法

又 は 主 要 室 入 力 法 に よ る も の

的 特 定 建 築 行 為 に 係 る 非 住 宅 部 分 の 床

面 積 の 合 計 が 三 百 平 方 メ ー ト ル 以 上 二

千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の
三 万 五 千 円

同 特 定 建 築 行 為 に 係 る 非 住 宅 部 分 の 床

面 積 の 合 計 が 二 千 平 方 メ ー ト ル 以 上 五

千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 九 万 千 円

判 特 定 建 築 行 為 に 係 る 非 住 宅 部 分 の 床

面 積 の 合 計 が 五 千 平 方 メ ー ト ル 以 上 一

万 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 十 四 万 円

同 特 定 建 築 行 為 に 係 る 非 住 宅 部 分 の 床

面 積 の 合 計 が 一 万 平 方 メ ー ト ル 以 上 二

万 五 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の
十 七 万 円

附 特 定 建 築 行 為 に 係 る 非 住 宅 部 分 の 床

面 積 の 合 計 が 二 万 五 千 平 方 メ ー ト ル 以

上 の も の 二 十 一 万 円

ロ 建 築 物 の 用 途 が 工 場 等 以 外 で あ る も の

ω 評 価 方 法 の 全 部 が モ デ ル 建 物 法 に よ る

も の
的 特 定 建 築 行 為 に 係 る 非 住 宅 部 分 の 床

面 積 の 合 計 が 三 百 平 方 メ ー ト ル 以 上 二

千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の
八 万 六 千 円

同 特 定 建 築 行 為 に 係 る 非 住 宅 部 分 の 床

面 積 の 合 計 が 二 千 平 方 メ ー ト ル 以 上 五

千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 十 六 万 円

川 特 定 建 築 行 為 に 係 る 非 住 宅 部 分 の 床

面 積 の 合 計 が 五 千 平 方 メ ー ト ル 以 上 一

万 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の

二 十 二 万 円

ω 特 定 建 築 行 為 に 係 る 非 住 宅 部 分 の 床

面 積 の 合 計 が 一 万 平 方 メ ー ト ル 以 上 二

万 五 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の
二 十 六 万 円

特 定 建 築 行 為 に 係 る 非 住 宅 部 分 の 床ω川

ミ主
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こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 九 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

石 川 県 税 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 九 年 三 月 二 十 三 日

石 川 県 知 事 谷 本

石 川 県 条 例 第 六 号

石 川 県 税 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

d
担

正

ミ主 ド ー
、』

憲



-c。 同 有 国 持 N 由 有 印 } 4 N ω 由 ( 対 語 司 ) 剖 緬 bラ 期 d
担 ミ主

第
(

害者
障と
百第

ーと
害
者
障
第
百

む
。

八歳小満
瓦
「
百
第

定
2

掲げ
2
 

第
条

ハ
し

ハ
」

下
ド」

前項
二

竺
+

吉
ル
在

長
問

条
第

号中
、

条第
J

てら
次

に
二

t
 fに

規定に
二

一
項中

ー
し

す
に

一
一

ぃ
v

の
の

項
を

よ
号

中
項
中

二
土ι

所
有
す
項
警

主3M
5

加
え
生
計
を
中

し
乙l

中
に

る
に

行霊う
に

二

台
売

「
の

、
い

代
え

、
。

定
め

改
め

を
」
枚

の
に

J
一

る
て

所
有

す
者

る
う

て
以

」
刀

得な
翌

ま日
十

次
口

)
動車自

の
そ

の
。

起算らL
し

」件
の
l
_
_
l

_
_

号
々

棄
満

も
る

の
左

下
の

ハ
改め

)
の

ー
認め

十
定め

。
の

」
ー

σフ
、

L一
、
~

る
経事を日

る
す

よ
o

 
~
=
下
「

す
ド

と
る

う

め
「に

こF
の

は
削り
、

る
する
』棒
障当
者雪主

場合に
こ
ろ
者
は

に

る
(

号
同

常生月
者が

者
は

に
、

ド
'

正改す

当
l

体
身
体
身

に
ハ

神
精

る
年齢
十加
えを

係
る

の
事知

号
各

勾?
 

限
を

自
に

延
規

に
、



同 有 国 持 N 由 有 印 } 4 N ω 由 ( 対 語 司 ) 剖 期 ミ主緬 bラ d
担

( 法 人 の 事 業 税 の 税 率 の 特 例 )

第 十 条 の 二 租 税 特 別 措 置 法 第 六 十 八 条 第 二 項 の 規 定 に 該 当 す る 法 人 の 同 項 の 規 定 に 該 当 す る 各

事 業 年 度 に 係 る 所 得 割 に つ い て は 、 第 五 十 八 条 第 一 項 第 二 号 中

ー-，

各事業年度
円以下の

各事度業年

の
ノ額~

の

所得
所得

の
の

る ノ額豆
¥乙

分百
百分

の
の

五
四

五
"ノよ、

ー

と 、 同 条 第 三 項 第 二 号

し一
一

中 「 百 分 の 回 ・ 六 」 と あ る の は 「 百 分 の 回 ・ 六 ( 各 事 業 年 度 の 所 得 の う ち 年 十 億 円 を 超 え る 金

額 に つ い て は 、 百 分 の 五 ・ 五 ) 」 と す る 。

附 則 第 十 二 条 の 二 の 三 中 「 第 百 十 四 条 」 の 下 に 「 及 び 第 百 十 七 条 」 を 加 え 、 「 同 条 」 を 「 こ れ

ら の 規 定 」 に 改 め る 。

附 則 第 十 三 条 第 一 項 中 「 。 以 下 こ の 条 及 び 次 条 」 を 「。 次 条 第 一 項 第 二 号 」 に 、 「 混 合 メ タ ノ l

ル 自 動 車 ( 法 附 則 第 十 二 条 の 三 第 一 項 」 を 「 混 合 メ タ ノ ー ル 自 動 車 ( 同 項 」 に 、 「 ハ イ ブ リ ッ ド

車 ( 法 附 則 第 十 二 条 の 三 第 一 項 」 を 「 ハ イ ブ リ ッ ド 車 ( 同 項 」 に 、 「 平 成 二 十 八 年 度 分 」 を 「 当

該 各 号 に 定 め る 年 度 以 後 の 年 度 分 」 に 改 め 、 「 上 欄 に 掲 げ る 」 の 下 に 「 同 条 の 」 を 加 え 、 同 項 第

一 号 中 「 平 成 十 五 年 三 月 三 十 一 日 」 を 「 平 成 十 六 年 三 月 三 十 一 日 」 に 、 「 も の 」 を 「 も の

新 規 登 録 を 受 け た 日 か ら 起 算 し て 十 四 年 を 経 過 し た 日 の 属 す る 年 度 」 に 改 め 、 同 項 第 二 号 中 「 平

成 十 七 年 三 月 三 十 一 日 」 を 「 平 成 十 八 年 三 月 三 十 一 日 」 に 、 「 も の 」 を 「 も の 新 車 新 規 登 録 を

受 け た 日 か ら 起 算 し て 十 二 年 を 経 過 し た 日 の 属 す る 年 度 」 に 改 め 、 同 項 の 表 第 百 三 十 五 条 第 一 項

第 一 号 イ の 項 中 「 第 百 三 十 五 条 第 一 項 第 一 号 イ 」 を 「 第 一 項 第 一 号 イ 」 に 改 め 、 同 表 第 百 三 十 五

条 第 一 項 第 一 号 ロ の 項 中 「 第 百 三 十 五 条 第 一 項 第 一 号 ロ 」 を 「 第 一 項 第 一 号 ロ 」 に 改 め 、 同 表 第

百 三 十 五 条 第 一 項 第 二 号 イ の 項 中 「 第 百 三 十 五 条 第 一 項 第 二 号 イ 」 を 「 第 一 項 第 二 号 イ 」 に 改 め 、

同 表 第 百 三 十 五 条 第 一 項 第 二 号 ロ の 項 中 「 第 百 三 十 五 条 第 一 項 第 二 号 ロ 」 を 「 第 一 項 第 二 号 ロ 」

に 改 め 、 同 表 第 百 三 十 五 条 第 一 項 第 二 号 ハ 川 及 び 第 五 号 ロ ωの 項 中 「 第 百 三 十 五 条 第 一 項 第 二 号

ハ ω及 び 第 五 号 ロ 川 」 を 「 第 一 項 第 二 号 ハ 川 及 び 第 五 号 ロ 川 」 に 改 め 、 同 表 第 百 三 十 五 条 第 一 項

第 二 号 ハ ω及 び 第 五 号 ロ ωの 項 中 「 第 百 三 十 五 条 第 一 項 第 二 号 ハ ω及 び 第 五 号 ロ ω」 を 「 第 一 項

第 二 号 ハ ∞ 及 び 第 五 号 ロ ω」 に 改 め 、 同 表 第 百 三 十 五 条 第 一 項 第 三 号 イ ωの 項 中 「 第 百 三 十 五 条

第 一 項 第 三 号 イ ω」 を 「 第 一 項 第 三 号 イ ω」 に 改 め 、 同 表 第 百 三 十 五 条 第 一 項 第 三 号 ロ の 項 中 「 第

百 三 十 五 条 第 一 項 第 三 号 ロ 」 を 「 第 一 項 第 三 号 ロ 」 に 改 め 、 同 表 第 百 三 十 五 条 第 一 項 第 四 号 の 項

中 「 第 百 三 十 五 条 第 一 項 第 四 号 」 を 「 第 一 項 第 四 号 」 に 改 め 、 同 表 第 百 三 十 五 条 第 一 項 第 五 号 イ

の 項 中 「 第 百 三 十 五 条 第 一 項 第 五 号 イ 」 を 「 第 一一 項 第 五 号 イ 」 に 改 め 、 同 表 第 百 三 十 五 条 第 一 項
ー にD

新 車
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第
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号
ロ
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十
五
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第
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項
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年
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め
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塑
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項
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め
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第九十
二

を
の

を
」

十
百

る
十九条第

改
め

節
及び

第
第一

第一
百
分
項
第

分
百
ー
・

五第
ド

十
一

第
三

第=
。

第一
、
お
に

第
第二

第
八第

第百=十
章八第

章七第
八条か

第九十
章七第

六の
号

「百分の
のー

」四
「百分の一

十八
五十条第中

改め』
条四第

十
十ー一

十
項第同

いて
百第
=

第十条第一
五第条第

条第回
条ー第

款第三
款第一

款
節

を
款第

節の
百第ら

八条か
節の

」六に
ハ中

」九六
」四を

「百分を
」七

条第
「百分

る。
」項

五条第
条第一

」項四を
号ー中

」同じ
十条四第

項第
項中

項中
号中

種別
通則

動車自

勢イす若寸
よ

吉υ
の

を
の

「
」皇

室z口
で更
市第

を
油

干
ぅ

=
の

左
」

の
ー

し

るに
の六

六ド
分の Oー

」五
を

百分の
こ?
-
dめv

工十条四定
型種別

言動車税の
或めド
、

ー
き十四

「の
更りー

」項を
早長四の

雇百四十
取税」引

十条四四
条四

条

百
分

項同第
分百

に
三長白コ

二
、

亙
る

型
よ

十
に

十
る

と

の
百分

の
七
」
六
改
め
の

十
九
言
第
百十四

。
、

る
=

改め
=

 
。

九
二

町
一
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事

日
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主
に

の
長
吟

「
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墾
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里
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し
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」「てを
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る
四
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の

二
表

中
の

十
四
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第
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、

六
号

0
 

よ
二

る

L六
条
同
第

の
条
四
を

を
第
百

」り
章

第
使用者

を
」七

表
中
分
百
」
五

の
「
第

加え
二

に
八
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別
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第
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第
百
百
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五
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百
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五
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四
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四
四

エ
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法
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め
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一
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第百四
条
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令
よ

エ
ル

う
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条

に
条
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を
お
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ネ
ギ
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「
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「
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見
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二
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第
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自
環
境
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玄
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の
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出
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十
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出
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へ
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出
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を
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!

ー
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鍔
」
を

全し
E四
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型
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別
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第
四
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午
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条
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喜
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ぴ
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」
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四
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ネ
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塑
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コ
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第
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c
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項
及
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の
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条
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項
中

七
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一
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四
条
第
同

で
第

項
中

事項
勘を
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条第

律年法第問四
ー
輪
以
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第
項

「
卜

の
を

の
二
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b

分区
に

百
中

を
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七
」

録
規

定
種

「
四

一
規

一
上

。
い

の
定

め

七
十
「
道

「
種

百
第

条
の

に
に

別
条
の
項
及

定中
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第動
車自

項の
のも

)の
動

る自
応
に
う
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2
 
に

第百寸=
(税動車自

第百ご
のすと

」号の
百第=

改めに、
百第=

百第を
加え、

」「額を
ノ外以ス、

様て同と
乗用合の

改めに、
号次各の

第百=
」「中を

」項を
第百=

七すると
第百

八すのと
号おいに

期」課日
第百二

」税を
表

示
せ

さ
すベ出

次条の
」車税を

七条の

前
項
に
環境性能割

ー
十

る
を

十
条

同第
十

十問
を

の
す

も
項第同

に
十

こ
「百
七第
十条
六

o
七f

る
て

を
ー十」
種「
別割

る
告書申

主
規

定
種「別割

十第
規定す

条
の

条
一

。
次「

条二
条
四
条
四

パス
」る

」
の

掲
げ
五
条
項
の

条
。

八条
こと

によ
一

に
の

の
の

二
の

の
額一を

一
寸

」
を

を
二

の
に

十
の

一前条一「
の

に
に

つ
」項

動車自
て
、

、
次竺に

のい
中し

中し
す売

則「附十
4治町

』
改め
、

般乗合用
」「除く

て」
主の串ニ

中し
をし

」日と
規定す

及
ド与

にり
提す

2塞書事る
辱

款及び
を
iを

第
宮

瓦
3号問

1
「4

の
を

条
問

を
を

」i税「
賦
覇
項
中

「に
男
第
四
巴
証紙

自
製

宅
再

里
肩

Z
証

す
下

、
寺

守
第

百
日

」
は

項
中

を

つ
の

の
雇

す
て

と
1
 

r
E

る
て

下
「

に
も

に
す

て
」

怠3表

事
す

を
長

め
種

の
号中
七十
凹条第

四
吉法

第
二
す
へ
て
定
~
=
項中

警
取得者の

十四
左「の

る0
「次

、
」別割

加えを
般乗合用

つに
「
率
税
は

税率のは
「本条

十条四
四十

項五第
項中

莞
「
動
車
自

」「を
によ

「際に
動「自

の
条四

各
」に

条
同

を
、

い
般

」
二

の
条四

賦「
で

提
り
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(
 

第
(

 
第

(
 

第
~
 

3
 

2
 

百第
(動税車自

3
 

環
百

環
ニ

二
一

百
め

百
の

下
た

お
る

て
た

境
ニ

境
車

車
率と

三
環
境
性
価
」
額
る

二
環境性

除
く
受
け

た
こ

に
前
項
い
動
車
税
自

ニ
用
又
は
場
合
動
車自

令
第

運行を
め

性
十

性
前

法
法

す
十

と
十

J
た

め
の

て
十

の
の

に
の

五
の

五
の

う
。

に
の

二
、

お
な

賦諜徴収
み

の
、

条問
徴

収
通

免
掲

げ
十

一
十

次
税

率
)

よ
款

い
る

の
動車自

用
第

)法
価得

動車
項

項
掲にげ

た
の

萱
録

前
に

目
受け

い
規定

規定す
に

額
~
 

~
 

金
的

の
と

て
に

お

五
の

条第
条第

自
(
 

第
供する

う。
、

に
に

か
八

条第
も

て
十

白
第

一
る

と
)

お
つ

わ
の

同

万円
動車

項四
項四

動車ー
百=

は、
車到

車
項

い
守
及
川U

い
い

ず
ち

含をなま
じ

の
の

た
う

L
 

て
て

)
 

以
に

に
対

十
規

定
め

)
係

売主
は

項

あ
の

て
て

幸
町

F宮又けを!
4 
瓦

そ
の

の
の

も
準用

準用
る

第
取

得
み fぷ

下
」
、
動
車
た
自
製
造
の
四
条
所
者有と

に
項に

限り
に

ょ
の

と
円目

車
す

す
の

し
の

の
つ

で
の

す
」

割を
を

を
「

L
『z

わ
ιしー

又
は
取
得
し
課
す
た

(以
る

。
なき

取得
し

項に
受

受
通

て
れ

、
と

下
た

さ
る

る
定

め
の

場合を
、

の
者

。
は

。
の

に
し

者
者

と
な

自
白

取
得

で
)

路
道
販
売

、
節

は
、

で
い

動
動

る
定

を
以

新
に

、
公

あ
し

。
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二
坦

主
納

干
条

そ
る

法告六十
主

主主メヲじ
。

取喜が
る

の
号

ー
る

号
喧

つ
に

時百
八条

項
に

い
ト

る
の

の
場

合
る
。

の
前条第

の
分
区
取
得
者
掲
げに

(
日

の
に

た
日
お
い

の

十
ー
の
方
法
)
増
加
り
し
遅
滞
な
く

前項若し
決定

、
規
定

動車
た自
該当
各号

に
条ニ第

動車る自
。

省令
の

の

に
ー

に
こ

~宇
い

定
め

る
ろ
、

の
知事

様式る
い

頂
で

よ
の

」
て

日
)

規
刃

三
て

定め
る

項
る

塑
手

に
る

で
(
 

提す出に
、

は
(

第
百

決定
の

ま
主す

壁は
、

そ
主

け
に

に
次

該証紙当
納tノ
tドヨ

記F
主

要
雨
の
告
書
申

記聖~=
守Z以

署
i当入i

る
S午さ、

Eと環
培t

掲zに
z

 
る

て
けれ

ば
た

の
以

子
ー

省
令

の
の

べ
以

に

命ぇ
更

木
ら

の
の

定
め

五
ら

の
里口

の
。

替え
な

規
定

に
款

、
十

号及び
分区

て
の

い
お

に
る

し
て

五
あ

に

る
産
環
能
り

提
す
出
つ
に
該E書当

法百
第望
「申
告

り、
は
、

る
十
ら
規
定
に

、
る

十
凹

該号当
場合を

い
けれ

日
五

よ
べ

条四

告
書
又
申
含

る
と
不
て

たし
六
十
と

ば
該
当
自
前
項
各

を
目
る
自

該転移当
事
き
十
の

に
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を し よ う と す る 場 合 に お い て は 、 更 正 又 は 決 定 通 知 書 を 交 付 す る も の と す る 。

2
 

前 項 の 通 知 を 受 け た 者 は 、 そ の 指 定 納 期 限 ま で に 納 付 書 に よ っ て 徴 収 金 を 納 付 し な け れ ば な

ら な い 。
第 三 款 種 別 割

附 則 第 十 条 第 一 項 中 「 百 分 の 四 」 を 「 百 分 の 八 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 中 「 四 分 の 0 ・ 八 」

を 八 分 の 0 ・ 八 」 に 改 め る 。

間 則 第 十 条 の 二 中 「 百 分 の 四 ・ 六 」 を 「 百 分 の 六 ・ 六 」 に 、 「 百 分 の 五 ・ 五 」 を 「 百 分 の 七 ・

九 」 に 改 め る 。

附 則 第 十 二 条 及 び 第 十 二 条 の 二 を 次 の よ う に 改 め る 。

第 十 二 条 及 び 第 十 二 条 の 二 削 除

附 則 第 十 二 条 の こ の こ 及 び 第 十 二 条 の 二 の 三 を 削 る 。

附 則 第 十 二 条 の 七 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

( 自 動 車 税 の 環 境 性 能 割 の 税 率 の 特 例 )

第 十 二 条 の 八 営 業 用 の 自 動 車 に 対 す る 第 百 三 十 六 条 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 当 分 の 問 、 次 の

表 の 上 欄 に 掲 げ る 同 条 の 規 定 中 同 表 の 中 欄 に 掲 げ る 字 句 は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句

と す る 。

第
第

第

1E
ヲコ

~コ
f
 
i}
 

分百
分百

分百

の
の

の

百分
分百

百分

の
の

の 。 玉

附 則 第 十 三 条 の 見 出 し 中 「 自 動 車 税 」 の 下 に 「 の 種 別 割 」 を 加 え 、 同 条 第 一 項 中 「 附 則 第 十 二

条 の 三 第 一 項 に 規 定 す る 天 然 ガ ス 自 動 車 を い う 。 次 条 第 一 項 第 二 号 に お い て 同 じ 」 を 「 第 百 四 十

九 条 第 一 項 第 二 号 に 規 定 す る 天 然 ガ ス 自 動 車 を い う 」 に 、 「 ハ イ ブ リ ッ ド 車 ( 同 項 」 を 「 ハ イ ブ

リ ッ ド 車 ( 法 第 百 四 十 九 条 第 一 項 第 三 号 」 に 、 「 パ ス ( 一 般 乗 合 用 の も の に 限 る 。 ) 」 を 「 一 般 乗

合 用 パ ス 」 に 改 め 、 「 自 動 車 税 」 の 下 に 「 の 種 別 割 」 を 加 え 、 「 第 百 三 十 五 条 第 一 項 」 を 「 第 百 四

十 四 条 の 五 第 一 項 」 に 改 め 、 同 項 第 一 号 中 「 道 路 運 送 車 両 法 第 七 条 第 一 項 」 を 「 第 百 三 十 四 条 第

三 項 」 に 、 「 こ の 条 及 び 次 条 」 を 「 こ の 項 」 に 、 「 新 車 新 規 登 録 」 を 「 初 回 新 規 登 録 」 に 改 め 、 同

項 第 二 号 中 「 軽 油 を 内 燃 機 関 の 燃 料 と し て 用 い る 自 動 車 」 を 「 法 第 百 四 十 九 条 第 一 項 第 五 号 に 規

定 す る 軽 油 自 動 車 」 に 、 「 新 車 新 規 登 録 」 を 「 初 回 新 規 登 録 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 中 「 第 百 三 十

六 条 」 を 「 第 百 四 十 四 条 の 六 」 に 改 め る 。

附 則 第 十 四 条 を 次 の よ う に 改 め る 。

第 十 四 条 自 除

( 石 川 県 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 一 部 改 正 )

石 川 県 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 ( 平 成 二 十 五 年 石 川 県 条 例 第 十 号 ) の 一 部 を 次 の よ う第 ノ父 方
亡

ミ主 p
。 <
D
 



ι心 o
 

同 有 国 持 N 由 有 印 } 4 N ω 由 ( 対 語 司 ) 剖 緬 bラ 期 d
担 ミ主

7
 

6
 
~
 

5
 

4
 

3
 
~
 

2
 
~
 

1
 
~
 

れ
動車
自

規定
お

規
定

二
る

つ
い

の
関
県
民
税
施
行
日

項
及

の
す

関
平

成
条

び
条

中
る

例
は

)
目

IJ
ー

る
従

。
い

て
、

規
疋

す
規疋

に
日

項
の

の
に

に
て

附
る

の
び

る
こ

第
石

か
、

た

の
に

の
る

に
改

正
前

L
 

、
る

い
始

聞
し

の
項

る
年

掲
げ

並
条

税例条
行

す
二

書

得取
対L

後以日
経f過置日

よ
、

同
項

第
改

正
て

県
民

税
の

正改後
四

び
十

中
る

は
月

る
に

る
ー

「

に
二

て
。

の
条第

行施
附則
第十
条

前日干
二

後
、

た
明定は

改
正

則七附第
第

。
年

平
つ

条
の

L
号

の
な

の
日

二

の
得

取
百

第
項

し
の

規定
例

の
以

規
一

ら
四

同
、
規
定
は

二
の

、
規定は

の
に

よ
法

人
後

に
の

)
定

項
の

施行
月

行
わ
に
則
附
第
っ
て
条
第

よ
施行

係法人 る
の

下
の
日
日
下

に
の

規
定

。
を

い
課

す
ー

に
以日

コ
日

た
「

れ
ー

て
は

べ
項

項及一び
請
色
に
項
第一

係法人る
以
後
日

の
後

に
京下
」例
「葉

則宇附
及ぴ

だ人
ー

品
車
た
項
第
な

二
つ

号
に

霊税
思

す
施行

雇IJ
と

理
詰同附

次
卜

号
第

い
の

月H
II

ぃ
の

一

取
得

掲
げ

の
の

る
ー
事
業 Eる

つ
、
事
業
年

シ」
始

聞
の

シ」
項

に
月

例
I
=
~
.
 

v
ぃ

法
、

第
掲

ー
に

る
に

に
、

規
定

、
規

定
っ

て
し

人
し

五
持第

二
げ

日

つ
規

定
ょ

っ
則附第

に
同

町
い

は
度

1
た

の
1

ト
六

条
る

」
い

る
い

よ
前

日
施

行
て

、
に

)
連
県
民
税

)
条

項
の

規定
に

て
の

。
て

る
は

に
な

係
る

則
附

結事主業
以後

並
及

二
改

は
ー

に
の

、
お

び
び

の
は

め

施行
適
用
し
項
第

請
申
行
わ
以
後日

な
係る

従
前
法
人
十
第

に
に

に
九第

二
、

る
な

の
に

お
法

人
つ

開
附

の
当

お
以

日
、

二
つ

れ
従前

の
の

条
い

始
則

項
改

該
各

従
同

号
い

た
に

の
例

事
の

分
て

す
第

の
正



同 有 国 持 N 由 有 印 } 4 N ω 由 ( 対 語 司 ) 剖 期 ミ主緬 bラ d
担

前 の 例 に よ る 。
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施 行 日 前 の 自 動 車 の 取 得 に 対 し て 課 す る 自 動 車 取 得 税 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

( 自 動 車 税 に 関 す る 経 過 措 置 )

9
 

二 十 九 年 新 条 例 第 百 四 十 一 条 第 一 項 及 び 第 六 項 並 び に 附 則 第 十 三 条 及 び 第 十 四 条 の 規 定 は 、 平

成 二 十 九 年 度 以 後 の 年 度 分 の 自 動 車 税 に つ い て 適 用 し 、 平 成 二 十 八 年 度 分 ま で の 自 動 車 税 に つ い

て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

10
 

新 条 例 の 規 定 中 自 動 車 税 の 環 境 性 能 割 に 関 す る 部 分 は 、 施 行 日 以 後 に 取 得 さ れ た 自 動 車 に 対 し

て 課 す る 自 動 車 税 の 環 境 性 能 割 に つ い て 適 用 す る 。

11
 

新 条 例 の 規 定 中 自 動 車 税 の 種 別 割 に 関 す る 部 分 は 、 平 成 三 十 一 年 度 分 の 施 行 日 以 後 に 納 税 義 務

が 発 生 し た 者 に 課 す る 自 動 車 税 の 種 別 割 及 び 平 成 三 十 二 年 度 以 後 の 年 度 分 の 自 動 車 税 の 種 別 割 に

つ い て 適 用 し 、 平 成 三 十 一 年 度 分 ま で の 施 行 日 前 に 納 税 義 務 が 発 生 し た 者 に 課 す る 自 動 車 税 に つ

い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 )

職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 条 例 ( 昭 和 三 十 一 年 石 川 県 条 例 第 二 十 八 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に12
 

改 正 す る 。

別 表 第 一 中 「 自 動 車 取 得 税 及 び 」 を 削 る 。

本 社 機 能 立 地 促 進 の た め の 県 税 の 課 税 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す

る

平 成 二 十 九 年 三 月 二 十 三 日

石 川 県 知 事 本 正谷

石 川 県 条 例 第 七 号

本 社 機 能 立 地 促 進 の た め の 県 税 の 課 税 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

本 社 機 能 立 地 促 進 の た め の 県 税 の 課 税 の 特 例 に 関 す る 条 例 ( 平 成 二 十 七 年 石 川 県 条 例 第 三 十 九

号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 一 条 中 「 第 五 条 第 四 項 第 四 号 」 を 「 第 五 条 第 四 項 第 五 号 」 に 改 め る 。

第 二 条 中 「 同 条 第 四 項 第 四 号 」 を 「 同 条 第 四 項 第 五 号 」 に 改 め る 。

↓-阿 川

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

石 川 県 白 山 に お け る 火 山 災 害 に よ る 遭 難 の 防 止 に 関 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 九 年 三 月 二 十 三 日

石 川 県 知 事 本 正谷

C
心 ー

憲
憲
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同 有 国 持 N 由 有 印 } 4 N ω 由 ( 対 語 司 ) 剖 期 ミ主緬 bラ d
担

動 の 状 況 を 十 分 に 把 握 し た 上 で 綿 密 な 登 山 計 画 を 作 成 す る と と も に 、 当 該 計 画 に 基 づ い た 装 備 品

等 を 携 帯 し て 登 山 し な け れ ば な ら な い 。

2
 

登 山 者 は 、 県 、 気 象 庁 そ の 他 関 係 機 関 か ら 提 供 さ れ る 登 山 に 関 す る 情 報 に つ い て 、 そ の 内 容 を

十 分 に 理 解 し た 上 で 登 山 し な け れ ば な ら な い 。

3
 

登 山 者 は 、 気 象 状 況 、 火 山 現 象 の 状 況 そ の 他 の 環 境 の 変 化 の 把 握 に 努 め る と と も に 、 当 該 環 境

の 変 化 に 応 じ て 安 全 に 行 動 す る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。

( 登 山 の 届 出 )

第 六 条 登 山 者 は 、 白 山 の 活 火 山 地 区 に 登 山 し よ う と す る と き は 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 次

に 掲 げ る 事 項 ( 以 下 こ の 項 に お い て 「 届 出 事 項 」 と い う 。 ) を 知 事 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。

こ の 場 合 に お い て 、 当 該 登 山 者 が 届 出 事 項 を 規 則 で 定 め る 方 法 に よ り 登 山 活 動 団 体 又 は 岐 車 県 若

し く は 福 井 県 に あ る 行 政 機 関 に 届 け 出 た と き は 、 知 事 に 届 け 出 た も の と み な す 。

登 山 者 の 住 所 、 氏 名 、 性 別 及 び 年 齢

登 山 の 期 間 及 び 行 程

装 備 品 、 飲 料 水 及 び 食 糧 の 内 容

四 緊 急 時 に お け る 連 絡 先

五 携 帯 電 話 端 末 、 無 線 設 備 そ の 他 の 通 信 手 段 の 保 有 状 況

--
-L
..
 

/、 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 規 則 で 定 め る 事 項

2
 

前 項 の 場 合 に お い て 、 複 数 の 登 山 者 に よ り 構 成 さ れ る 集 団 が 同 一 の 行 程 で 登 山 す る と き は 、 当

該 集 団 を 構 成 す る 登 山 者 の う ち 一 人 の 者 が こ れ を 代 表 し て 届 け 出 る こ と が で き る 。

( 事 務 の 委 託 )

第 七 条 知 事 は 、 前 条 の 規 定 に よ る 届 出 の 受 理 、 当 該 届 出 に 係 る 事 実 を 確 認 す る た め の 措 置 そ の 他

の 当 該 届 出 に 係 る 事 務 の 一 部 を 知 事 が 指 定 す る 者 に 委 託 す る こ と が で き る 。

( 過 料 )

第 八 条 第 六 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 届 出 を せ ず 、 又 は 虚 偽 の 届 出 を し て 白 山 の 活 火 山 地 区 ( 白 山 の

火 口 域 か ら 二 キ ロ メ ー ト ル 以 内 の 区 域 に 限 る 。 ) に 登 山 し た 者 は 、 五 万 円 以 下 の 過 料 に 処 す る 。

( 規 則 へ の 委 任 )

第 九 条 こ の 条 例 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 規 則 で 定 め る 。

附

l
 

こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 九 年 七 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 八 条 の 規 定 は 、 こ の 条 例 の 施 行

の 日 以 後 の 白 山 の 活 火 山 地 区 に お け る 登 山 者 の 動 向 及 び 第 六 条 の 規 定 に よ る 届 出 の 状 況 を 勘 案 し

た 上 で 、 同 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て 二 年 を 超 え な い 範 囲 内 に お い て 規 則 で 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。

2
 

こ の 条 例 の 施 行 の 際 現 に 白 山 の 活 火 山 地 区 に 登 山 し て い る 者 に つ い て は 、 こ の 条 例 は 、 適 用 し

h h 、‘ 。

手 旬 、 ν
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石 川 県 特 定 非 営 利 活 動 促 進 法 施 行 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 九 年 三 月 二 十 三 日

石 川 県 知 事 谷 本 正

石 川 県 条 例 第 九 号

石 川 県 特 定 非 営 利 活 動 促 進 法 施 行 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

石 川 県 特 定 非 営 利 活 動 促 進 法 施 行 条 例 ( 平 成 十 年 石 川 県 条 例 第 二 十 九 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改

正 す る 。

第 九 条 ( 見 出 し を 含 む 。 ) 中 「 仮 認 定 」 を 「 特 例 認 定 」 に 改 め る 。

第 九 条 の 四 第 二 項 中 「 。 次 項 に お い て 同 じ 」 を 削 り 、 同 条 第 三 項 を 削 る 。

第 十 条 第 一 項 中 「 か ら 第 四 項 ま で 」 を 「 及 び 第 三 項 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 中 「 及 び 法 第 五 十 四 条

第 二 項 か ら 第 四 項 ま で 」 を 「 並 び に 法 第 五 十 四 条 第 二 項 及 び 第 三 項 」 に 改 め 、 同 条 第 三 項 中 「 第 五

十 四 条 第 五 項 」 を 「 第 五 十 四 条 第 四 項 」 に 改 め る 。

附 買
IJ

」 の 条 例 は 、 平 成 二 十 九 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

指 定 障 害 児 通 所 支 援 の 事 業 等 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条 例 の 一 部 を 改 正 す

る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 九 年 三 月 二 十 三 日

石 川 県 知 事 本 正谷

石 川 県 条 例 第 十 号

指 定 障 害 児 通 所 支 援 の 事 業 等 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条 例 の 一

部 を 改 正 す る 条 例

指 定 障 害 児 通 所 支 援 の 事 業 等 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条 例 ( 平 成 二 十 四 年

石 川 県 条 例 第 五 十 一 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 三 条 第 二 項 中 「 当 該 指 定 障 害 児 通 所 支 援 事 業 者 等 」 を 「 指 定 通 所 支 援 」 に 改 め 、 同 条 第 三 一 項 中

「 及 び 第 五 十 条 」 を 「 、 第 五 十 条 及 び 第 七 十 三 条 第 一 項 第 一 号 」 に 改 め 、 同 条 第 四 項 中 「 当 該 指 定

障 害 児 通 所 支 援 事 業 者 等 」 を 「 指 定 通 所 支 援 」 に 改 め る 。

第 四 十 九 条 第 二 項 中 「 当 該 指 定 児 童 発 達 支 援 事 業 者 」 を 「 指 定 児 童 発 達 支 援 事 業 所 」 に 改 め る 。

第 七 十 三 条 第 一 項 第 一 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

児 童 指 導 員 、 保 育 士 又 は 学 校 教 育 法 の 規 定 に よ る 高 等 学 校 若 し く は 中 等 教 育 学 校 を 卒 業 し た

者 、 同 法 第 九 十 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 大 学 へ の 入 学 を 認 め ら れ た 者 、 通 常 の 課 程 に よ る 十 二 年
憲

憲



同 有 国 持 N 由 有 印 } 4 N ω 由 ( 対 語 司 ) 剖 緬 bラ 期 d
担 ミ主 C
心 cn
 

4
3

2
 

七第
(
 

品
詰

施
附

項
を

士
第

一
f第

イ
U

七
六

草
五

四
一

二
草
ー
主
の
者
主
項
げ
よ
眠

合
長
放
皇
室
すが

す
る

主
情

君
第干

草
Z

を
2

を
「

か
ー

「か
の
ト

デ
お
に
援
助

勤
務

の
謀

後
等

る
い

て
提

供
す

デ
そ

の
等

デ
事

業
の

こ
、

指
)

次
に

経
ス

福
祉

室
?

レ
:

修を

成
、
ら
保
育
士
又}土

第
五

第
ら

利
用

そ
イ

デ
け

の
デ

型
域

と
デ

の
事

情
を

デ
評価を

、
る

イ
容内を

イ
内

れ
定

次
験

サ
ム

了

二
第七
十七
条第

一
サ

イ
る

状
実

施
況

イ
イ
体
制
及
ぴ

イ
白
ら
指
放課後等定

サ
サ

を
の

l
 

し
十主団月

五十
号次を

十
の

ピl
サl

対応方法及ぴ
サl

の
サI

踏えま
サl

受け
評価を

ピI
虞偽
向」

ピl
すに関

適切
繁等課守

幸を也
」と

スピ
主若学大臣
T

 
た

一
一

他
ス

ピ
ピ
連
携

ピ
ピ

て
ス

ス
か

い
に

(
の

の
ス

ス
ス

ス
、

の
る

つ
デ

通

(
第

各i
よ
条
ま
方
法
事
業
者
は
の

を
の
質
資
援
支
た
を
を
そ
行
う
と

事
業
者
は
も
事
業
者
は

情報
円

イ
加え

Jう
係る

常
ー

で
う

で
提供

事業
の

の
デ

の
滑

サ
る

喜
の

ー
」

に
」

に
イ

又
の

に
l

。
ぞ

謀

施行するら
l
 

公
表
し
り
お
係
業務る

る
の

用
の

る
も

l
第
七
誇
大

用
ス

事従
以

ー
で

ピ
る

で
お

取
組

に
た

図
な

ら
に

ピ
を

で
事

業者
と

外
第

ス
0

む
供

す
め

る
、

ス
十

な
も

行わ
き

し
塁
以

の
)

五
ね

の
の

た
の

八
る

た
課

ー
の

る
め

け
質

条
の

な
よ

は
も

程

第
五第十

ー
の

状況
の

な
価評及ぴ

い
て

イ
ば

、
指
定放

七第
り

五
な

以回
図

保護者
の

保
護者

ら
て

は
サ

な
こ

十
な

ら
る

備
整

な
準

な
l

なら
十九

れ
一

上
た

い
ら

ピ
に

こ
「
ド

に
項

措
置

対す
状況

状
況
意
両
、

サ
行

う
第

。
事業所

イ
と

す

に
改め

価評
及の
びの

必情報要るな
害児障

ピl
に

十
に

サl
項

第
認

定
学る

改
め
瓦
ぴ

る
喧孟状況

ス
当

た
七

つ
デ

ピ
ー

し
校

利用すを
条第

い
イ

ス
号

に
た

教育
モ

七第
の

っ
て

サ
を

者

十
改善

の
適性

て
は

項一
広告すを

ピl
利用し

お
い

で
あ

修了を

七
の

提
供

る
、

の
ス

て
つ

長
容内を

障害
害
児
障
次
規
定

事
業
者
よ
うと

て
し

第
助

の
掲

に
に

場
る

害
障

一
、

者た



巳
心 σ
、 同 有 国 持 N 由 有 印 } 4 N ω 由 ( 対 語 司 ) 剖 期 ミ主緬 bラ d
担

( 経 過 措 置 )

2
 

こ の 条 例 の 施 行 の 際 現 に 指 定 を 受 け て い る 改 正 前 の 第 七 十 三 条 第 一 項 に 規 定 す る 指 定 放 課 後 等

デ イ サ ー ビ ス 事 業 者 に つ い て は 、 改 正 後 の 同 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 平 成 三 十 年 三 月 三 十 一 日 ま

で の 聞 は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

3
 

こ の 条 例 の 施 行 の 際 現 に 改 正 前 の 第 七 十 九 条 第 一 項 に 規 定 す る 基 準 該 当 放 課 後 等 デ イ サ ー ビ ス

に 関 す る 基 準 を 満 た し て い る 基 準 該 当 放 課 後 等 デ イ サ ー ビ ス 事 業 者 に つ い て は 、 改 正 後 の 同 条 の

規 定 に か か わ ら ず 、 平 成 三 十 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 聞 は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス の 事 業 等 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条 例 及 び 障 害 福 祉

サ ー ビ ス 事 業 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 九 年 三 月 二 十 三 日

石 川 県 知 事 谷 本 正

石 川 県 条 例 第 十 = 『

指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス の 事 業 等 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条 例 及

び 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る

条 例

( 指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス の 事 業 等 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条 例 の 一 部 改 正 )

第 条 指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス の 事 業 等 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条 例 ( 平 成

二 十 四 年 石 川 県 条 例 第 五 十 三 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 百 七 十 九 条 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

3
 

指 定 就 労 継 続 支 援 A 型 事 業 者 は 、 就 労 の 機 会 の 提 供 に 当 た っ て は 、 利 用 者 の 就 労 に 必 要 な 知

識 及 び 能 力 の 向 上 に 努 め る と と も に 、 そ の 希 望 を 踏 ま え た も の と し な け れ ば な ら な い 。

第 百 八 十 条 第 四 項 中 「 第 二 項 」 を 「 第 三 項 」 に 改 め 、 同 条 中 同 項 を 第 五 項 と し 、 第 三 項 を 第 四

項 と し 、 第 二 項 を 第 三 項 と し 、 第 一 項 の 次 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

2
 

指 定 就 労 継 続 支 援 A 型 事 業 者 は 、 生 産 活 動 に 係 る 事 業 の 収 入 か ら 生 産 活 動 に 係 る 事 業 に 必 要

な 経 費 を 控 除 し た 額 に 相 当 す る 金 額 が 、 利 用 者 に 支 払 う 賃 金 の 総 額 以 上 と な る よ う に し な け れ

ば な ら な い 。

第 百 八 十 条 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

6
 

賃 金 及 び 第 三 項 に 規 定 す る 工 賃 の 支 払 に 要 す る 額 は 、 原 則 と し て 、 自 立 支 援 給 付 を も っ て 充

て で は な ら な い 。 た だ し 、 災 害 そ の 他 や む を 得 な い 理 由 が あ る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。

第 百 八 十 四 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

( 運 営 規 程 )

第 百 八 十 四 条 の 二 指 定 就 労 継 続 支 援 A 型 事 業 者 は 、 指 定 就 労 継 続 支 援 A 型 事 業 所 ご と に 、 次 に
憲
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同 有 国 持 N 由 有 印 } 4 N ω 由 ( 対 語 司 ) 剖 期 ミ主緬 bラ d
担

定 す る 工 賃 並 び に 利 用 者 の 労 働 時 間 及 び 作 業 時 間

七 通 常 の 事 業 の 実 施 地 域

}
¥
 

サ ー ビ ス の 利 用 に 当 た っ て の 留 意 事 項

九 緊 急 時 等 に お け る 対 応 方 法

十 非 常 災 害 対 策

十 事 業 の 主 た る 対 象 と す る 障 害 の 種 類 を 定 め た 場 合 に は 当 該 障 害 の 種 類

十 虐 待 の 防 止 の た め の 措 置 に 関 す る 事 項

十 そ の 他 運 営 に 関 す る 重 要 事 項

第 七 十 八 条 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

3
 

就 労 継 続 支 援 A 型 事 業 者 は 、 就 労 の 機 会 の 提 供 に 当 た っ て は 、 利 用 者 の 就 労 に 必 要 な 知 識 及

び 能 力 の 向 上 に 努 め る と と も に 、 そ の 希 望 を 踏 ま え た も の と し な け れ ば な ら な い 。

第 七 十 九 条 第 四 項 中 「 第 二 項 」 を 「 第 三 項 」 に 改 め 、 同 条 中 同 項 を 第 五 項 と し 、 第 三 項 を 第 四

項 と し 、 第 二 項 を 第 三 項 と し 、 第 一 項 の 次 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

2
 

就 労 継 続 支 援 A 型 事 業 者 は 、 生 産 活 動 に 係 る 事 業 の 収 入 か ら 生 産 活 動 に 係 る 事 業 に 必 要 な 経

費 を 控 除 し た 額 に 相 当 す る 金 額 が 、 利 用 者 に 支 払 う 賃 金 の 総 額 以 上 と な る よ う に し な け れ ば な

ら な い 。

第 八 十 四 条 中 「 、 第 三 十 六 条 」 を 削 る 。

↓-(  

n k u r  則

こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 九 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

石 川 県 国 民 健 康 保 険 運 営 協 議 会 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 九 年 三 月 二 十 三 日

石 川 県 知 事 本 正谷

石 川 県 条 例 第 十 二 号

石 川 県 国 民 健 康 保 険 運 営 協 議 会 条 例

( 設 置 )

第 条 持 続 可 能 な 医 療 保 険 制 度 を 構 築 す る た め の 国 民 健 康 保 険 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 ( 平 成

二 十 七 年 法 律 第 三 十 一 号 ) 附 則 第 九 条 の 規 定 に よ り 、 同 法 附 則 第 七 条 の 都 道 府 県 国 民 健 康 保 険 運

営 方 針 そ の 他 の 国 民 健 康 保 険 事 業 の 運 営 に 関 す る 事 項 を 審 議 す る た め 、 石 川 県 国 民 健 康 保 険 運 営

協 議 会 ( 以 下 「 協 議 会 」 と い う 。 ) を 置 く 。

( 組 織 )

第 二 条 協 議 会 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 委 員 を も っ て 組 織 し 、 そ の 定 数 は 、 当 該 各 号 に 定 め る 数 と す

る

憲



同 有 国 持 N 由 有 印 } 4 N ω 由 ( 対 語 司 ) 剖 期 ミ主緬 bラ d
担

国 民 健 康 保 険 の 被 保 険 者 を 代 表 す る 委 員 人

健 康 保 険 法 ( 大 正 十 一 年 法 律 第 七 十 号 ) 第 六 十 四 条 に 規 定 す る 保 険 医 又 は 保 険 薬 剤 師 を 代 表

す る 委 員 人

公 益 を 代 表 す る 委 員 人

四 国 民 健 康 保 険 法 ( 昭 和 三 十 三 年 法 律 第 百 九 十 二 号 ) 附 則 第 十 条 第 一 項 に 規 定 す る 被 用 者 保 険

等 保 険 者 を 代 表 す る 委 員 人

2
 

委 員 は 、 知 事 が 任 命 す る 。

3
 

委 員 の 任 期 は 、 平 成 三 十 年 三 月 三 十 一 日 ま で と す る 。

( 会 長 )

第 ~
 

オ
t

協 議 会 に 会 長 を 置 き 、 公 益 を 代 表 す る 委 員 の う ち か ら 、 全 委 員 が こ れ を 選 挙 す る 。

2
 

会 長 は 、 会 務 を 総 理 し 、 協 議 会 を 代 表 す る 。

3
 

会 長 に 事 故 が あ る と き は 、 あ ら か じ め 第 一 項 の 規 定 に 準 じ て 選 挙 さ れ た 委 員 が 、 そ の 職 務 を 代

理 す る 。

( 会 議 )

第 四 条 協 議 会 の 会 議 は 、 会 長 が 招 集 し 、 そ の 議 長 と な る 。

2
 

協 議 会 の 会 議 は 、 委 員 の 過 半 数 が 出 席 し な け れ ば 、 開 く こ と が で き な い 。

3
 

協 議 会 の 議 事 は 、 出 席 し た 委 員 の 過 半 数 で 決 し 、 可 否 同 数 の と き は 、 議 長 の 決 す る と こ ろ に よ

る 。

( 雑 則 )

第 五 条 こ の 条 例 に 定 め る も の の ほ か 、 協 議 会 の 運 営 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 会 長 が 協 議 会 に 諮 っ て

定 め る 。
附

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

2
 

こ の 条 例 は 、 平 成 三 十 年 三 月 三 十 一 日 限 り 、 そ の 効 力 を 失 う 。

石 川 県 が ん 対 策 推 進 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 九 年 三 月 二 十 三 日

石 川 県 知 事 本 正谷

石 川 県 条 例 第 十 三 号

石 川 県 が ん 対 策 推 進 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

石 川 県 が ん 対 策 推 進 条 例 ( 平 成 二 十 八 年 石 川 県 条 例 第 三 十 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 六 条 中 「 介 護 保 険 法 ( 平 成 九 年 法 律 第 百 二 十 三 号 ) 第 七 条 第 七 項 に 規 定 す る 医 療 保 険 者 」 を 「 高

齢 者 の 医 療 の 確 保 に 関 す る 法 律 ( 昭 和 五 十 七 年 法 律 第 八 十 号 ) 第 七 条 第 二 項 に 規 定 す る 保 険 者 及 び
乙
心 <
D
 

憲
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同 法 第 四 十 八 条 に 規 定 す る 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 」 に 改 め る 。

第 二 十 三 条 第 一 項 中 「 第 十 一 条 第 一 項 」 を 「 第 十 二 条 第 一 項 」 に 改 め る 。

ふ 叶 J
i  n k n r  則

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

児 童 福 祉 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 施 行 に 伴 う 関 係 条 例 の 整 備 に 関 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 九 年 三 月 二 十 三 日

石 川 県 知 事 谷 本 正

石 川 県 条 例 第 十 四 号

児 童 福 祉 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 施 行 に 伴 う 関 係 条 例 の 整 備 に 関 す る 条 例

( 石 川 県 看 護 師 等 修 学 資 金 貸 与 条 例 の 一 部 改 正 )

石 川 県 看 護 師 等 修 学 資 金 貸 与 条 例 ( 昭 和 四 十 九 年 石 川 県 条 例 第 二 十 三 号 ) の 一 部 を 次 の よ第 条
う に 改 正 す る 。

第 四 条 第 一 項 第 三 号 へ 中 「 第 二 十 二 条 に 規 定 す る 母 子 健 康 セ ン タ ー 」 を 「 第 二 十 二 条 第 一 項 に

規 定 す る 母 子 健 康 包 括 支 援 セ ン タ ー 」 に 改 め る 。

( い し か わ 子 ど も 総 合 条 例 の 一 部 改 正 )

い し か わ 子 ど も 総 合 条 例 ( 平 成 十 九 年 石 川 県 条 例 第 十 八 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。第 二 条
第 六 十 五 条 第 一 項 中 「 を 含 む 」 を 「 及 び 同 条 第 四 項 の 規 定 に よ り 同 法 第 二 十 七 条 第 一 項 第 三 号

に 規 定 す る 施 設 に 入 所 さ せ る 措 置 を 採 ら れ た 同 法 第 三 十 一 条 第 四 項 に 規 定 す る 延 長 者 を 含 む 」 に 、

「 第 六 条 の 四 第 一 - 項 」 を 「 第 六 条 の 四 」 に 改 め る 。

第 八 十 三 条 第 一 項 中 「 第 十 三 条 第 二 項 各 号 」 を 「 第 十 三 条 第 三 項 各 号 」 に 改 め る 。

( 児 童 福 祉 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 の 一 部 改 正 )

第 三 条 児 童 福 祉 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 ( 平 成 二 十 四 年 石 川 県 条 例 第 六 十

仁コ ?
 

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

目 次 、 第 十 五 条 及 び 第 十 九 条 第 二 項 中 「 情 緒 障 害 児 短 期 治 療 施 設 」 を 「 児 童 心 理 治 療 施 設 」 に

改 め る 。

第 二 十 六 条 第 二 項 及 び 第 五 十 八 条 第 二 項 中 「 第 十 三 条 第 二 項 各 号 」 を 「 第 十 三 条 第 三 項 各 号 」

に 改 め る 。

情 緒 障 害 児 短 期 治 療 施 設 」 を 「 第 十 二 章 児 童 心 理 治 療 施 設 」 に 改 め る 。「 第 十 二 章

第 九 十 一 条 第 一 項 中 「 情 緒 障 害 児 短 期 治 療 施 設 」 を 「 児 童 心 理 治 療 施 設 」 に 改 め る 。

第 九 十 二 条 第 一 項 中 「 情 緒 障 害 児 短 期 治 療 施 設 」 を 「 児 童 心 理 治 療 施 設 」 に 改 め 、 同 条 第 四 項

中 「 情 緒 障 害 児 短 期 治 療 施 設 」 を 「 児 童 心 理 治 療 施 設 」 に 、 「 第 十 三 条 第 二 項 各 号 」 を 「 第 十 三

条 第 三 項 各 号 」 に 改 め る 。

憲



同 有 国 持 N 由 有 印 } 4 N ω 由 ( 対 語 司 ) 剖 期 ミ主緬 bラ d
担

第 九 十 三 条 ( 見 出 し を 含 む 。 ) 及 び 第 九 十 四 条 か ら 第 九 十 八 条 ま で の 規 定 中 「 情 緒 障 害 児 短 期

治 療 施 設 」 を 「 児 童 心 理 治 療 施 設 」 に 改 め る 。

第 百 条 第 二 項 及 び 第 百 十 一 条 第 二 項 中 「 第 十 三 条 第 二 項 各 号 」 を 「 第 十 三 条 第 三 項 各 号 」 に 改

め る 。
附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 九 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 二 条 中 い し か わ 子 ど も 総 合 条 例 第

八 十 三 条 第 一 項 の 改 正 規 定 並 び に 第 三 条 中 児 童 福 祉 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例

第 二 十 六 条 第 二 項 及 び 第 五 十 八 条 第 二 項 の 改 正 規 定 、 第 九 十 二 条 第 四 項 の 改 正 規 定 ( 「 第 十 三 条 第

二 項 各 号 」 を 「 第 十 三 条 第 三 項 各 号 」 に 改 め る 部 分 に 限 る 。 ) 並 び に 第 百 条 第 二 項 及 び 第 百 十 一 条

第 二 項 の 改 正 規 定 は 、 八 ム 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

い し か わ 子 ど も 総 合 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 九 年 三 月 二 十 三 日

石 川 県 知 事 谷 本 正

石 川 県 条 例 第 十 五 号

い し か わ 子 ど も 総 合 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

い し か わ 子 ど も 総 合 条 例 ( 平 成 十 九 年 石 川 県 条 例 第 十 八 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 七 十 一 条 第 二 項 中 「 三 人 」 を 「 二 人 」 に 改 め る 。

附 買
IJ

」 の 条 例 は 、 平 成 二 十 九 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

石 川 県 保 育 環 境 整 備 基 金 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 九 年 三 月 二 十 三 日

石 川 県 知 事 本 正谷

石 川 県 条 例 第 十 六 号

石 川 県 保 育 環 境 整 備 基 金 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

石 川 県 保 育 環 境 整 備 基 金 条 例 ( 平 成 二 十 一 年 石 川 県 条 例 第 三 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

附 則 第 二 項 中 「 平 成 三 十 年 三 月 三 十 一 日 」 を 「 平 成 三 十 一 年 三 月 三 十 一 日 」 に 改 め る 。

附 買
リ

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

d
込 ー
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い し か わ 人 材 確 保 ・ 定 住 推 進 基 金 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 九 年 三 月 二 十 三 日

石 川 県 知 事 谷 本 正

石 川 県 条 例 第 十 七 号

い し か わ 人 材 確 保 ・ 定 住 推 進 基 金 条 例

( 設 置 )

第 一 条 人 口 の 社 会 減 対 策 ( 本 県 か ら 他 の 地 域 へ の 転 出 者 数 を 減 少 さ せ 、 及 び 他 の 地 域 か ら 本 県 へ

の 転 入 者 数 を 増 加 さ せ る た め の 対 策 を い う 。 ) と し て 魅 力 あ る 雇 用 の 場 の 創 出 、 県 内 産 業 の 人 材

の 確 保 、 移 住 及 び 定 住 等 を 推 進 す る 事 業 に 要 す る 経 費 の 財 源 に 充 て る た め 、 い し か わ 人 材 確 保 ・

定 住 推 進 基 金 ( 以 下 「 基 金 」 と い う 。 ) を 設 置 す る 。

( 積 立 て )

第 在 オ
ミ
=

基 金 と し て 積 み 立 て る 額 は 、 一 般 会 計 歳 入 歳 出 予 算 ( 第 四 条 及 び 第 五 条 に お い て 「 予 算 」

と い 、 っ 。 ) で 定 め る 額 と す る 。

( 管 理 )

第 ノ
生

オ
て 基 金 に 属 す る 現 金 は 、 金 融 機 関 へ の 預 金 そ の 他 の 最 も 確 実 か つ 有 利 な 方 法 に よ り 運 用 し な

け れ ば な ら な い 。

2
 

基 金 に 属 す る 現 金 は 、 必 要 に 応 じ 、 最 も 確 実 か つ 有 利 な 有 価 証 券 に 代 え る こ と が で き る 。

( 運 用 益 金 の 処 理 )

第 一 四 条 一 基 金 の 運 用 か ら 生 ず る 収 益 は 、 予 算 に 計 上 し て 、 こ の 基 金 に 編 入 す る も の と す る 。

( 繰 替 運 用 等 )

第 五 条 知 事 は 、 財 政 上 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 確 実 な 繰 戻 し の 方 法 、 期 間 及 、 ぴ 利 率 を 定 め て

基 金 に 属 す る 現 金 を 歳 計 現 金 に 繰 り 替 え て 、 又 は 予 算 の 定 め る と こ ろ に よ り 歳 入 に 繰 り 入 れ て 運

用 す る こ と が で き る 。

( 処 分 )

第 六 条 基 金 は 、 第 一 条 の 経 費 の 財 源 に 充 て る 場 合 に 限 り 、 そ の 全 部 又 は 一 部 を 処 分 す る こ と が で

九 C フ h v 。

( 委 任 )

第 七 条 こ の 条 例 に 定 め る も の の ほ か 、 基 金 の 管 理 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 知 事 が 別 に 定 め る 。

同t 則

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

石 川 県 港 湾 施 設 管 理 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 九 年 三 月 二 十 三 日

憲



同 有 国 持 N 由 有 印 } 4 N ω 由 ( 対 語 司 ) 剖 期 d
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石 川 県 知 事 本 正谷

石 川 県 条 例 第 十 八 号

石 川 県 港 湾 施 設 管 理 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

石 川 県 港 湾 施 設 管 理 条 例 ( 昭 和 三 十 年 石 川 県 条 例 第 十 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 第 一 上 屋 ( く ん 蒸 上 屋 及 び 穀 物 サ イ ロ を 除 く 。 ) の 部 中 「 及 び 穀 物 サ イ ロ 」 を 削 り 、 同 表 穀

物 サ イ ロ の 部 を 削 り 、 同 表 荷 役 機 械 の 部 穀 物 サ イ ロ に 附 属 す る 荷 役 機 械 の 項 を 削 る 。

附 買
Ij

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

石 川 県 都 市 公 園 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 九 年 三 月 二 十 三 日

石 川 県 知 事 本 正谷

石 川 県 条 例 第 十 九 号

石 川 県 都 市 公 園 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

石 川 県 都 市 公 園 条 例 ( 昭 和 三 十 九 年 石 川 県 条 例 第 五 十 九 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 第 一 第 一 項 の 表 中
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n u n r  買
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こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 九 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

石 川 県 警 察 職 員 定 数 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 九 年 三 月 二 十 三 日

ミ主 呼込 C
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同 有 国 持 N 由 有 印 } 4 N ω 由 ( 対 語 司 ) 剖 期 ミ主緬 bラ d
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石 川 県 知 事 本 正谷

石 川 県 条 例 第 二 十 号

石 川 県 警 察 職 員 定 数 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

石 川 県 警 察 職 員 定 数 条 例 ( 昭 和 二 十 九 年 石 川 県 条 例 第 三 十 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 第 一 項 中 「 五 百 四 十 八 人 」 を 「 五 百 五 十 人 」 に 、 「 五 百 六 十 七 人 」 を 「 五 百 六 十 九 人 」 に

「 五 百 八 十 四 人 」 を 「 五 百 八 十 八 人 」 に 、 「 二 千 三 百 四 十 八 人 」 を 「 二 千 三 百 五 十 六 人 」 に 改 め る 。

問ナ 員
リ

」 の 条 例 は 、 平 成 二 十 九 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

石 川 県 警 察 の 警 察 署 設 置 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 九 年 三 月 二 十 三 日

石 川 県 知 事 谷 本 正

石 川 県 条 例 第 二 十 一 号

石 川 県 警 察 の 警 察 署 設 置 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

石 川 県 警 察 の 警 察 署 設 置 条 例 ( 昭 和 二 十 九 年 石 川 県 条 例 第 四 十 二 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る
別 表 付 表 三 中 「 大 友 二 丁 目 」 の 下 に 「 、 大 友 三 丁 目 」 を 加 え る 。

附 買
リ

」 の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

学 校 以 外 の 教 育 機 関 等 設 置 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 九 年 三 月 二 十 三 日

石 川 県 知 事 谷 本 正

石 川 県 条 例 第 二 十 二 号

学 校 以 外 の 教 育 機 関 等 設 置 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

学 校 以 外 の 教 育 機 関 等 設 置 に 関 す る 条 例 ( 昭 和 三 十 二 年 石 川 県 条 例 第 十 四 号 ) の 一 部 を 次 の よ う

に 改 正 す る 。

第 二 条 第 一 項 の 表 石 川 県 教 育 セ ン タ ー の 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

市

教 育 関 係 職 員 の 研 修 及 び 教 員 養 成 に 関 す る こ

シ」 。

石 川 県 教 員 総 合 研 修 セ ン タ ー L'
>-

主 沢
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附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 九 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

石 川 県 教 職 員 定 数 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 九 年 三 月 二 十 三 日

石 川 県 知 事 谷 本 正

石 川 県 条 例 第 二 十 三 号

石 川 県 教 職 員 定 数 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

石 川 県 教 職 員 定 数 条 例 ( 昭 和 田 十 四 年 石 川 県 条 例 第 十 三 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 第 一 項 第 一 号 中 「 二 千 八 百 三 十 四 人 」 を 「 二 千 八 百 二 十 人 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 第 一 号 中

「 六 千 二 百 十 四 人 」 を 「 六 千 百 八 十 七 人 」 に 改 め 、 同 項 第 二 号 中 「 二 百 九 十 一 人 」 を 「 二 百 八 十 五

人 」 に 改 め る 。

阿t 員Ij

こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 九 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

ミ主 d
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